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国
民
健
康
保
険
で
受
け
ら
れ
る
給
付

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は
、
病
院
や
診
療
所
で
保
険
証
を
提
示
す
れ
ば
、
一
定

割
合
の
自
己
負
担
額
を
支
払
う
だ
け
で
診
察
や
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
以
外
に
も
、
国
民
健
康
保
険
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
給
付
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
も
の

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

③
骨
折
や
ね
ん
ざ
な
ど
に
よ
り

接
骨
院
で
治
療
を
受
け
た
と
き

④
治
療
に
必
要
な
マ
ッ
サ
ー
ジ

や
は
り
・
き
ゅ
う
な
ど
の
施
術

を
受
け
た
と
き
（
医
師
の
同
意

書
が
必
要
で
す
。
）

⑤
海
外
渡
航
中
（
渡
航
期
間
一

年
以
内
）
に
治
療
を
受
け
た
と

き　
現
地
の
医
療
機
関
が
作
成
し

た
診
療
内
容
明
細
書
・
領
収
明

細
書
お
よ
び
領
収
書
等
と
そ
の

翻
訳
等
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
申

請
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
か

ら
自
己
負
担
部
分
を
除
い
た
金

額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
保
険
証
を
持
参
し
て
い
な
か

っ
た
り
、
特
別
の
事
情
で
医
療

費
を
全
額
自
己
負
担
し
た
場
合

②
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
治
療
に
必

要
な
補
装
具
の
費
用
（
医
師
の

意
見
書
が
必
要
で
す
。
）

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
が
出
産
し
た
と
き
は
、

出
生
児
１
人
に
つ
き
、
35
万
円

（
平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で
の

出
産
は
33
万
円
）
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
（
妊
娠
12
週
以
上
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。
）

　
被
保
険
者
が
死
亡
さ
れ
た
と

き
、
葬
祭
を
行
っ
た
人
（
喪

666

　
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
中

央
病
院
ま
た
は
健
康
開
発
セ
ン
タ

ー
で
予
約
を
と
り
、
必
ず
受
診
の

２
週
間
前
ま
で
に
は
市
役
所
本
庁

舎
１
階
の
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー

プ
窓
口
ま
た
は
各
支
所
で
申
し
込

み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

�

一
部
負
担
金
が
高
額
に
な

　
る
と
き

　
入
院
時
に
病
院
の
窓
口
で
国

民
健
康
保
険
証
と
と
も
に
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
等
を
医
療

機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、

一
部
負
担
金
の
支
払
が
別
表
Ａ

の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

り
ま
す
。
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
が
必
要
な
人
は
保
険
証
と

印
鑑
を
お
持
ち
に
な
り
、
国
民

健
康
保
険
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所

本
庁
舎
１
階
）
、
各
支
所
で
交

付
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

④
療
養
費
の
支
給

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
別
表
Ｂ

の
②
に
該
当
す
る
場
合
は
、
長

期
該
当
の
認
定
が
必
要
で
す
の

で
、
申
出
（
申
請
）
を
し
て
く

だ
さ
い
｛
入
院
日
数
を
証
明
す

る
書
類
（
領
収
書
等
）
が
必
要

で
す
｝
。

※
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
、

「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
最
長
１
年
間

（
申
請
し
た
月
よ
り
７
月
末
ま

で
）
で
す
。

※
即
日
交
付
を
希
望
す
る
人
は

�
食
事
代
（
食
費
・
居
住
費
）
の

減
額

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
人
は
病
院
の
窓
口
で
「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
提
示

す
る
と
食
事
代
（
食
費
・
居
住

費
）
が
別
表
Ｂ
の
と
お
り
減
額

さ
れ
ま
す
。

　
「
減
額
認
定
証
」
が
必
要
な

人
は
保
険
証
と
印
鑑
を
お
持
ち

に
な
り
、
国
民
健
康
保
険
グ

ル
ー
プ
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）
、
各
支
所
で
交
付
申
請
し

⑥
出
産
育
児

一
時
金
の
支
給

⑤
葬
祭
費
の
支
給

⑧
人
間
ド
ッ
ク

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
は
入

院
時
の
み
使
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
通
院
等
で
一
部
負
担
金
が
高

額
に
な
り
、
支
払
が
困
難
な
場

合
、
「
高
額
療
養
費
支
払
資
金

あ
っ
せ
ん
制
度
」
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
一
部
負
担
金
の

支
払
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
り
ま
す
。

　
制
度
利
用
を
希
望
す
る
方
は

保
険
証
と
印
鑑
を
お
持
ち
に
な

り
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）
ま
で

■ 人 間 ドッ ク の メ ニュー と 料 金

● 中 央 病 院 （単 位 ：円 ）

受 診 費 用 自 己 負 担 額
4 2 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0
4 4 ,1 0 0 1 6 ,8 0 0
3 7 ,8 0 0 1 4 ,4 0 0
6 8 ,2 5 0 2 6 ,0 0 0
8 4 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0

1 1 2 ,3 5 0 6 8 ,3 5 0
1 0 3 ,9 5 0 5 9 ,9 5 0
1 3 2 ,3 0 0 8 8 ,3 0 0

*ご 予 約 は ・ ・ ・ ・ ０ ７ ９ ８ － ６ ４ － １ ５ １ ５

● 健 康 開 発 セ ン ター （単 位 ：円 ）

受 診 費 用 自 己 負 担 額
1 5 ,3 9 3 5 ,8 6 0
2 7 ,3 0 0 1 0 ,4 0 0
3 8 ,8 5 0 1 4 ,4 0 0

*ご 予 約 は ・ ・ ・ ・ ０ ７ ９ ８ － ２ ６ － ９ ４ ９ ７

区 分
　 　半 日 一 般 ド ッ ク
　 　半 日 脳 ド ッ ク
　 　半 日 肺 ド ッ ク
　 　半 日 一 般 ド ッ ク （脳 付 き ）
　 　 １泊 ２日 ド ッ ク
　 　 １泊 ２日 ド ッ ク （脳 付 き ）
　 　 １泊 ２日 ド ッ ク （肺 付 き ）

子 宮 が ん 検 診 、乳 が ん 検 診 （ マ ン モ グ ラ フ ィ併 用 ） を 希 望 す る 場 合 は 、別 途 料 金 が 必 要

　 　半 日 C コ ー ス

　 　 １泊 ２日 ド ッ ク （脳 ・肺 付 き ）

区 分
　 　半 日 Ａコ ー ス
　 　半 日 B コ ー ス

※国保の保険給付につ
　いてのお問い合わせ
　は、
　給付チームまで。
　０７９８－３５－３１２０

※老人保健法医療受給者に 該
当する人（７５歳以上または一
定以上の障害がある６５歳以上
の人）は、国保と手続きが異な
ります。お問い合わせは、高齢
者医療保険グループまで。
０７９８－３５－３１９２

　
西
宮
市
で
は
、
被
保
険
者
の
み

な
さ
ま
の
健
康
を
守
る
た
め
人
間

ド
ッ
ク
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
満
40
歳
以
上
の
保
険
料

を
完
納
し
て
い
る
人
で
、
助
成
は

１
年
度
に
１
回
限
り
で
す
。

⑦
交
通
事
故
に

あ
っ
た
と
き
な
ど

を
使
っ
て
医
療
機
関
に
か
か
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
に
は
必

ず
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー
プ
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。
医
療
費
の
国

保
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
一
時
的

に
国
保
が
立
て
替
え
、
あ
と
で
国

保
よ
り
加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

別表Ａ　高額療養費の自己負担限度額（月額）　

《
７
０
歳
未
満
の
人
》

　
国
民
健
康
保
険
証
と
と
も

に
、
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
提
示
す
る
と
、
一
部
負
担
金

の
支
払
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　
交
付
対
象
は
保
険
料
の
滞
納

が
な
い
世
帯
か
保
険
料
の
滞
納

に
つ
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る

世
帯
の
人
に
限
り
ま
す
。

《
７
０
歳
以
上
の
人
》

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
人
　

　
国
民
健
康
保
険
証
、
高
齢
受

給
者
証
と
と
も
に
、
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る

と
、
一
部
負
担
金
の
支
払
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。

・
市
民
税
課
税
世
帯
に
属
す
る

人　
国
民
健
康
保
険
証
、
高
齢
受

給
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
一
部
負
担
金
の
支
払
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。

食費 居住費

１食につき２６０円 １食につき２６０円
１食につき４６０円又は
４２０円（※４）

①９０日までの入院 １食につき２１０円 １食につき２１０円

②過去１２ヶ月で９０日を
超える入院（※１）

１食につき１６０円 １食につき１６０円

③所得が一定の基準に満た

ない７０歳以上の人（※２）
１食につき１００円 １食につき１３０円

療養病床に入院する７０歳以上７５歳未満の人（※３）

食費及び居住費

市民税課税世帯

市
民
税
非
課
税
世
帯

食事代

１日につき３２０円１食につき２１０円

７０歳以上７５歳未満の人（※５）７０歳未満の人

②
通
院
等
で
一
部

負
担
金
が
高
額
に

な
る
と
き
　

③
医
療
費
の
支
払

が
高
額
に
な
っ
た

と
き

�

高
額
療
養
費
の
支
給

　
医
療
費
が
高
額
に
な
り
、
一

定
限
度
を
超
え
る
自
己
負
担
額

を
支
払
っ
た
場
合
、
申
請
す
れ

ば
そ
れ
を
超
え
た
額
を
支
給
し

ま
す
。

　
西
宮
市
で
は
医
療
機
関
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
診
療
報
酬
明
細

書
（
レ
セ
プ
ト
）
を
確
認
し
、

高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
人
が

い
る
場
合
、
そ
の
世
帯
主
あ
て

に
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
通
知
書
は
診
療
を
受
け
た

月
か
ら
３
〜
４
か
月
後
に
届
き

ま
す
の
で
、
通
知
が
あ
っ
た
ら

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�

確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）
で

領
収
書
を
出
さ
れ
る
前
に

　
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に

は
医
療
機
関
の
領
収
書
（
コ

ピ
ー
可
）
が
必
要
で
す
。
（
７

０
歳
以
上
の
人
の
場
合
の
通
院

の
領
収
書
は
不
要
で
す
。
）

　
確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）

を
さ
れ
る
場
合
は
、
領
収
書
の

確
認
を
受
け
た
後
返
却
し
て
も

ら
う
か
、
提
出
す
る
場
合
は
予

め
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
わ
れ
た
医
療
費
か
ら
高
額

療
養
費
等
の
補
て
ん
金
を
控
除

し
た
も
の
が
、
医
療
費
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
交
通
事
故
な
ど
で
第
三
者
か
ら

傷
害
を
受
け
た
場
合
で
も
、
国
保

※１　日数は、市民税非課税の期間に係る入院日数に限ります
※２　同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税でその世帯の判定対象者の各所得が必要経費・
控除（年金の所得は控除額を８０万円として計算）を差し引いたとき０円になる人
※３　入院医療の必要性の高い人は食事代（※５の金額）を負担します。
※４　医療機関により異なりますので、どちらに該当するかは入院される医療機関にお問い合わせくだ
さい。入院される病床が療養病床に該当するかどうかは入院される医療機関にお問い合わせください。

別表Ｂ　食費・居住費　

※３公的年金等控除の見直しに伴い、平成１８年８月～平成２０年７月まで実施される措置です。一定
以上所得者のうち、課税所得が年１４５万円以上２１３万円未満の人とその世帯に属する人は「経過措
置（限度額：一般）」に該当します。
※４現役世帯の平均的収入以上の所得がある人（課税所得が年１４５万円以上の人）とその世帯に属す
る人。ただし、年収が夫婦２人世帯などで５２０万円未満、単身世帯で３８３万円未満の人は届出れ
ば、「一般」区分になります。年収が夫婦２人世帯などで５２０万円以上６２１万円未満、単身世帯で
３８３万円以上４８４万円未満の人は届出れば「経過措置（限度額：一般）」区分になります。
※５　属する世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税の人
※６　属する世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除（年金
所得は控除額を８０万円として計算）を差し引いたときに０円となる人　<年収例>単身世帯（年金収入
のみ）約８０万円以下

①
入
院
し

た
と
き
　

国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー
プ
（
市

役
所
本
庁
舎
１
階
）
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

■７０歳未満の人（老人保健で医療を受ける人は除く）

　　上位所得者　※１
１５０，０００円 ＋ 医 療 費 が ５００，０００円 を 超 え た 場 合 は 、

　　　　　そ の 超 え た 分 の １％ を 加 算 （多 数 該 当 ・・・ ８３，４００円　　※２）
市民税非課税世帯 ３５，４００円（多数該当・・・２４，６００円　　※２）

区分 自己負担限度額

一般
８０，１００円 ＋ 医 療 費 が ２６７，０００円 を 超 え た 場 合 は 、

          そ の 超 え た 分 の １％ を 加 算 （多 数 該 当 ・・・ ４４，４００円    ※２）

※１国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯に属する人
※２過去１２ヶ月の間に、１つの世帯で支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額

■７０歳以上の人（老人保健で医療を受ける人は除く）

外来（個人単位）A 外来＋入院（世帯単位）B
１割 １２，０００円 ４４，４００円

経過措置　　  　　　※３
（限度額：一般）

     ８０，１００円 ＋ 医 療 費 が ２６７，０００円 を 超 え た
     場 合 は 、 そ の 超 え た 分 の １％ を加 算
    （過 去 １２ ヶ 月 以 内 に B の 自 己 負 担 限 度 額 を
     超 え た 支 給 が ４回 以 上 あ っ た 場 合 は 、 ４回目
     以 降 は ４４，４００円 ）

１割 ８，０００円 ２４，６００円
１割 ８，０００円 １５，０００円

一定以上所得者　　　　※４

　　　低所得者Ⅱ　　　　※５
　　　低所得者Ⅰ　　　　※６

自己負担限度額

３割 １２，０００円 ４４，４００円

４４，４００円３割

負担割合区分

一般

　
ま
た
、
出
産
育
児
一
時
金
を

直
接
医
療
機
関
に
振
込
む
受
領

委
任
払
制
度
も
あ
り
ま
す
。
制

度
利
用
に
は
条
件
（
医
療
機
関

が
同
意
し
て
い
る
こ
と
、
保
険

料
を
完
納
し
て
い
る
、
ま
た
は

分
納
誓
約
等
を
行
い
良
好
な
納

付
状
況
に
あ
る
こ
と
）
が
あ
り

ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
出
産
前
に
医
療
機
関
に
支
払

う
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
一

時
金
の
一
部
を
出
産
前
に
貸
付

す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。
　
　

　
高
額
療
養
費
の
支
給
に
該
当

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
通

知
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

主
）
に
葬
祭
費
と
し
て
５
万
円

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

お
越
し
く
だ
さ
い
。


